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午前１０時００分 開議

○議長（小比類巻正規君） おはようござい

ます。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（小比類巻正規君） 日程第１ 昨日

に引き続き、市政に対する一般質問を行いま

す。

山本彌一議員の登壇を願います。

○１６番（山本彌一君） 市民クラブの山本

彌一でございます。

光陰矢のごとし、歳月人を待たずという

が、ことしもあと２０日余りを残し、暮れよ

うとしております。この１年を振り返ると

き、内外ともにさまざまな出来事がありまし

た。その中で、特に、米国の大統領選で共和

党のトランプ氏が大方の予想に反し、民主党

のクリントン氏に勝利したところでありま

す。日本のマスコミは、社説で、驚きを禁じ

得ないとか、戦後の国際秩序を揺るがす激震

と受けとめて報道していました。

トランプ氏は、米国第一主義を掲げ、安全

保障分野では、駐留軍の経費の負担増を求め

てくる考えであります。日本政府もまた本市

も最悪の事態に備えなければなりません。

それでは、ただいまより通告に基づきまし

て、一般質問をいたします。

まずはじめに、政治姿勢問題の次期の三沢

市振興計画への取り組みについてをお尋ねい

たします。

現在、取り組んでいる三沢市総合振興計画

もあと１年余りとなります。国の地方分権の

推進は、地方自治体が、これまでの中央によ

る法令や規制、そして通達や指導等から脱し

て、各地方の実情に合致した行政を総合的か

つ主体性を持って行い、そこから地方自治体

は、本来の自主・自立の精神を持って、政治

や行政の活性化を図る変革の時代を迎えてお

るところであります。

したがって、これらの変化を見据えて、主

体性を持って事務事業の重・軽度を選択しな

ければなりません。

今、長引く不況で税収入が期待できない中

で、地方財政は、国と同様に厳しい環境にあ

り、これまで膨張を続けてきた行政の守備範

囲の見直しが迫られています。したがいまし

て、公共事業であっても、時代の変化で不要

であれば、補助事業だからといって安易にあ

りつく態度を改めなければなりません。

よって、職員の決意と対応策が重要であ

り、また、住民の理解やコンセンサスづくり

が必要であります。

これらの意識の高揚を図るためには、分権

に耐えるだけの体力と新たな行政改革、そし

て、組織や機構の再構築のほか、職員の資質

の向上と経費節減のための財政運営の見直し

が欠かせない条件であります。

地方分権時代を迎え、国の多くの権限と財

源が移譲されることが予想それ、住民の声が

行政に反映する住民主導型の行政の確保が強

調されているところでもあります。

例えば都市計画や農地転用、そして、教育

の指導方針などが、これまで全国画一の上意

下達の行政が実施されてきたが、今後は、住

民のアイデアを生かした魅力的で個性あるま

ちづくりが重要課題となります。これは、一

方では、新たに各市町村の真価と使命、課題

が問われることに相なります。

このため、全職員を挙げて旧来の慣習を改

め、それぞれが専門知識を生かし、創造を発

揮し、選択の時代へのベンチャービジネスと

して対処し、住民の信託に応えていかなけれ

ばなりません。それには正確な現状分析と的

確な将来予測に基づく綿密な施策を展開し、

思い切った発想の転換を実施し、真に住民の

ための行政を最小限の経費で最大の効果を上

げるよう、全ての行政及び財政を総洗いして

見直す必要があります。

特に、近年の情報産業の著しい発達によっ



― 44 ―

て、インターネット等、国内はもとより、世

界へ向けて発信すべきであります。そして、

市民の情報周知の向上を図り、窓口業務から

教育、福祉、医療、保健といった行政全般に

わたる情報インフラとして効果が期待できま

す。その実現には、組織機構の見直しと、

数、量ともに、これらに対応する体制が重要

課題であります。

そこで、本市において、新たなる三沢市振

興計画への取り組みにおいて、時代の潮流を

的確に捉え、１０年あるいは２０年にわたる

長期的展望に立った将来の都市像のビジョン

を策定し、将来に向かって市民とともに発展

する統一的な指針を示す創造の時代に応えて

いかなければなりません。

本格的な少子高齢化社会を迎える一方、情

報化、国際化、さらに都市計画にかかわる事

業、そして行政需要の高度化、多様化など、

価値観が変化している中で、新しい時代にふ

さわしハード、ソフトの両面から、調和のと

れたまちづくりの新しい三沢市振興計画と、

これに伴う財政支出計画の作成、そして、ス

ケジュールにどう取り組む考えであるのか、

まずはじめに答弁を求めるものであります。

次に、財政問題の予算編成への取り組みに

ついてお伺いをいたします。

予算を編成する場合に肝要なことは、限り

ある財源を重点的かつ効率的に配分すること

とあわせて、節度ある財政運用を図るように

努めることであります。

来年度の予算編成に当たって、国及び地方

ともに財政の厳しい状況の中で、従来にも増

して事務事業の見直しや行政機構の簡素・合

理化と職員定数や給与管理の適正化等、行財

政の効率化を図る、節度ある財政運用が要求

されてまいります。

最小の経費で最大の効果は、地方公共団体

の行政運営の基本理念であります。民間企業

では、最大の投資で最大の利益が資本主義経

済における経営理念であります。地方公共団

体の言う最小とは、財源に限界があって、増

税によって最大の投資は許されないことを意

味し、また、最大の効果とは、民間企業の利

益に対応し、住民のための福祉向上を最大限

に発揮することにあります。

両者における建前論は異なっていても、経

費の節減、合理化や組織機構の簡素化並びに

適正な人事管理による職員の効率化、そして

事務事業の見直しよる効率化等で、コスト意

識については、共通し、自治体も民間企業と

同じく、経営する団体として同質でありま

す。

したがって、地方公共団体は、民間企業の

徹底した経済合理主義の長所を学ぶべきであ

ります。これまで本市において機構改革を行

い、事務事業の見直しや人的配置等を実施

し、省力化に努めてきましたが、しかし、い

かなる改善であっても、これで満足で十分だ

という限界はなく、常時考えていかなければ

ならない大きなテーマであるとともに課題で

あります。

民間企業は、長引く景気低迷で、必死の思

いで経営に努力しております。これに対し、

地方公共団体には、その熱意があるのか、別

天地の雰囲気に包まれてはいないのか。はた

また、新たしい事務事業がふえれば、まず、

職員の増員を考え、リストラによって、適正

な人員の配置を余り積極的に考えなかったり

してはいないのか。人員の増加は将来の財政

負担をもたらし、財政硬直化の原因となりま

す。

しかし、地方公共団体は目先のことだけを

考え、長期的行財政運営について配慮が十分

だと言いがたい面があると言われておりま

す。

経費の効率的使途について、サンセット方

式があります。これは、ある一定の年月を経

過したら内容を再検討するよう一定の期限を

設けることをいいます。予算や権限を一度決

めると既得権が生じ、これを修正したり廃止

することが容易でないことから、そこで、は

じめから条例や補助金などが現実にどのよう

に運営されているかなどについて、期限をつ

けて見直そうする考え方であります。
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我が国では、いまだその趣旨が徹底してい

ないため、ほとんどの法律や条例は無期限法

となっていて、垂れ流し補助金と批判され、

その効率化が問題となってきているところで

あります。

さらに、これと別に、ゼロベース予算制度

があります。これは、当初予算編成に当たっ

て、前年度の支出実績を土台にして行うので

はなく、頭を空っぽにして、毎年新しい計画

のもとで、全ての支出項目についてゼロから

積算して要求する方式であります。

多くの自治体は、前年度の実績とその効果

を測定することもなく、先例第一主義で、金

額を上積みして要求するため、経費の効率化

や能率化を考える必要もなく、これがための

毎年度の予算がふえ続け、無駄遣いが絶えな

いことになるおそれがあり、今後の予算編成

に取り入れるべきではないでしょうか。

要は、事務事業の効率化とは、１人前の仕

事の量や成果を最小限の人員で評価すること

にあります。

少子高齢化社会を迎え、介護、保健、医療

等のハード、ソフトの体制整備などが待った

なしの中で、財政の体質改善のためには、人

件費の抑制をはじめ、物件費や補助費等を徹

底的に聖域なき見直しを図り、さらに、事務

事業の効率化に努め、みずからのぜいを落と

して、自主的に解決するほかはございませ

ん。長期的な地方債の現況や公債比率の見直

しなど、確実な計画の樹立を図り、当初予算

編成に取り組むべきであります。

予算の役割は、市民の福祉を向上させ、行

政水準を高めることにあります。平成２９年

度に向けての予算編成への基本姿勢と、その

取り組みについて答弁を求めるものでありま

す。

次に、農業問題の第１点目、本市の農業振

興についてお尋ねをいたします。

戦後の農政は、深刻な食糧不足からスター

トし、品種改良をはじめ、農地造成・拡大を

通じて米の増産を推し進めてまいりました。

１９６１年に農業基本法が制定され、農家

収入を他産業並みに引き上げるため、政府は

米の全量を買い上げ、農業を根幹とする国民

の食糧を確保し、農業者の自立を図ってま

いってきているところであります。この手厚

い保護のもとで、農業者は生産者であると同

時に、企業家であるという気概が薄れ、次第

に生産だけに力を入れ、経営努力と販路の拡

大を忘れてしまいました。

米余り時代に入り、離農者の農地を中核農

家に集中させるという専業農家の育成は見事

に失敗に終わりました。結果、兼業農家が増

加し、米の生産高は、兼業農家によって、農

業基本法の言う農業収入を他産業並みにする

原則が崩れてしまいました。

また、自主流通価格制度により、人気の高

いブランド米を持っていない本市のような産

地が競争に敗れ脱落し、その結果、耕作放棄

地が激増する事態になっているところであり

ます。

こうした状況に対し、本市の農業振興をい

かに図るかが課題で、こうした変革の時代の

中にあって、魅力ある農業を形成するのが極

めて重要な岐路に立たされているところでも

あります。

これまで我が国は、経済大国のおごりで、

世界中から食料を輸入し、美食と飽食三昧い

の日常生活を当たり前と思い込んでまいりま

した。日本経済は、まだバブルの崩壊で苦し

みが続いている中で、我々の現在の食生活

は、まさに食のバブル時代であります。これ

がいつまで保証されるのか心配いたすもので

あります。

なぜならば、足元の食生活を見詰めれば、

食糧自給率は５０％を切っていて、穀物自給

率に至っては２０％台と、薄い氷を踏み歩く

ようなバブル崩壊寸前の危機に直面している

と言ってよいでしょう。農業振興は、近い将

来の食糧危機に備えて、食糧自給率をいかに

高めていくかが大きな課題であります。

本市の農業振興の課題は、後継者及び新規

就農者対策で、遊休地の再生をどう図るか、

人材を育て、やる気のある農家を重点に財政
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投入を集中化させ、第２種兼業農家の位置づ

けをどうするのか、今後の大きな課題であり

ます。

我が国の農業経済は、余りにも多くの食糧

を外国に依存し、国民の間に食糧の安全保障

が叫ばれる一方で、安全性に不安が高まって

います。今、本市の農業者は不安を抱き、明

るさを失い、さらに米の市場原理などで変革

の時代を迎えています。これらの事態に即応

して、本市の農業振興の基本姿勢は何か、改

めて伺います。

次に、農業問題、第２点目、畜産振興基盤

確立についてお尋ねをいたします。

我が国の畜産業は、国際化の波に押されて

厳しい経営状況を強いられてきているのが実

情であります。餌の高騰や長期にわたる乳価

の低迷など、不安な要因によって、畜産農家

にとって十分な所得向上が望まれていないの

は承知のとおりであります。

だが、畜産業は、耕種農家と異なって、気

象影響が少ない上に、年間を通じて現金収入

が得られるなど、利点を有しています。本市

の畜産業は、乳牛や和牛をはじめ、第一ブロ

イラーやスターゼン社の進出で、急速に養

鶏・養豚農家がふえ、県内でも有数の産地を

形成してきているのが実情であります。

しかし、近年の産地間競争が激しさを増し

てきて、本市の畜産農家を取り巻く経済的諸

情勢が厳しく、畜産農家自体の自助努力だけ

では、もはや経営を維持することが大変厳し

さが増してきているのも実態であります。

ところで、国では、平成２８年度予算化を

図り、収益力強化や畜産環境問題の対応に必

要な施設整備や家畜の導入を支援するための

畜産……。

○議長（小比類巻正規君） 山本議員、時間

が経過しました。

○１６番（山本彌一君） 今終わります。

クラスター事業を展開してきているところ

であります。

内容は、クラスター協議会のメンバーが実

施する施設整備とリース事業費をそれぞれ半

額を補助する新しい事業であります。

そこで、本市は、このクラスター事業にど

のように積極的に取り組むのか、答弁を求め

ます。

以上で、私の一般質問を終わります。

○議長（小比類巻正規君） ただいまの山本

彌一議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） おはようございま

す。

ただいまの山本議員御質問の政治姿勢、次

期振興計画への取り組みについては私から、

その他につきましては担当部長からお答えを

させますので、御了承願いたいと存じます。

「人とまち みんなで創る 国際文化都

市」を基本理念に掲げ、平成２０年度からス

タートいたしました三沢市総合振興計画は、

平成２９年度末をもって計画期間を終了する

ことから、本年１１月１０日に、次期総合計

画の策定を三沢市行政経営会議において決定

したところであります。

当市といたしましては、人口減少社会を迎

え、財政状況も予断を許さない時代を進むた

めの羅針盤となる総合計画は、市域の歴史背

景を踏まえつつ、市民の日々の暮らしに安心

をもたらすとともに、当市ならではの魅力を

一層高めるものでなければならないと認識い

たしております。

そのために、計画づくりには、民間のノウ

ハウを生かした新たな手法を加え、既存の価

値観にとらわれないコンセプトづくりから取

り組むとともに、行政だけではなく、市民の

皆様とともにつくる総合計画として、多くの

方々に共感していただけるものにしたいと考

えております。

また、計画の内容をわかりやすく伝えるこ

とはとても大切なことでありますことから、

周知の方法につきましても、より工夫してま

いりたいと考えております。

今後のスケジュールといたしましては、市

民アンケートのほか、市内各所でワーク
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ショップなどを実施し、これからのまちづく

りについて、市民の皆様から直接御意見を伺

うとともに、各種団体の代表などから成る三

沢市総合計画審議会において検討を深めるこ

とにしており、議会の御意見もいただきなが

ら、計画を策定してまいりたいと考えており

ます。

私からは、以上であります。

○議長（小比類巻正規君） 財務部長。

○財務部長（田面木るり子君） 財政問題の

予算編成への取り組みについてお答えいたし

ます。

当市の財政状況は、扶助費をはじめとする

社会保障関連経費の増加や各特別会計への繰

り出しの増加、また、地方交付税など一般財

源の大幅な増加も見込まれないことから、依

然として厳しい財政環境に置かれておりま

す。

さらに、今後見込まれる公共施設の大規模

改修や長寿命化対策などにより財政需要が増

加することから、健全な財政運営の推進が不

可欠であると認識しております。

こうした状況の中、予算編成の基本的な考

えとして、歳入については、過去の実績や決

算見込み等を参考にし、過大、過小な見積も

りとならないよう、適正な財源の捕捉に努め

ることとしているところです。

また、歳出に関しましては、事業の必要

性、妥当性、有効性、緊急度、優先度などを

勘案しながら、市民の視点に立った抜本的な

見直しの徹底やゼロベースからの事業再構築

の推進などを検討し、さらなる行財政改革に

取り組む方針といたしております。

このような考え方は、新年度当初予算編成

方針の基本方針としても盛り込まれており、

職員への周知はもちろんのこと、市のホーム

ページでも公表しているところでございま

す。

これらを踏まえ、三沢市総合振興計画の最

終年度となる新年度の予算編成方針は、市民

福祉向上のため、将来を見据えた行政サービ

スを提供できる持続可能な財政運営を念頭に

置きながら、当市の基本理念である「人とま

ち みんなで創る 国際文化都市」の実現の

ため、市政発展に不可欠な施策実施に向けた

効率的な予算編成に努めてまいりたいと考え

ております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 経済部長。

○経済部長（山本 優君） 農業問題につい

ての御質問の第１点目、本市の農業振興につ

いてお答えいたします。

農業分野におきましては、高齢化による担

い手不足から遊休農地が増加する中で、いか

に農業者にとって魅力ある農業振興を図って

いくかが重要な課題であると認識しておりま

す。

この担い手不足は全国的にも大きな問題と

なっておりますが、当市におきましても、こ

れが大きな要因となり、遊休農地がふえる状

況となっております。

特に、水田につきましては、今年度の実績

値で、水田の約８割に当たる１,５９８ヘク

タールが減反されており、そのうち７０８ヘ

クタールが作付の行われない遊休農地となっ

ていることに加え、農林業センサスによる農

家戸数におきましても、昭和４５年の１,８

２０戸から、現在は６１５戸にまで減少して

いるところであり、これらの数値を見まして

も、担い手の育成が急務となっているところ

であります。

このような中、担い手育成のため、青年農

業者で組織する三沢市農業青年会議及び三沢

市担い手育成総合支援協議会が行う活動に対

する支援を行うとともに、国、県が行う機械

導入経費に対する補助事業や、新規就農者の

経営が安定するまでの５年間の支援を行う補

助事業などを活用した支援策を講じてきたと

ころであります。

また、遊休農地の解消策として、平成２６

年度に国が打ち出した農地中間管理事業の活

用により、現在まで約４０ヘクタールの農地

が担い手に転貸され、農地の集積が図られて

いるところであり、当市においても遊休農地
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増加の抑制につながっていると考えておりま

す。

これらの補助事業や農地中間管理事業の活

用は、近年、おいらせ農協の販売高が向上し

ている実情から見ても、ある程度の効果が得

られているものと認識しており、このことは

担い手の育成にもつながっていると考えてお

ります。

しかしながら、一方で、これら補助事業に

頼る経営体質が脆弱な経営体の増加につなが

るおそれがあることから、補助事業に頼らな

い強い農業づくりを構築するために、収益性

の向上と基盤整備のための対策など、新規就

農希望者や担い手農業者にとって、やりがい

のある農業の実現に向けた市独自の施策につ

いても展開してまいります。

また、各種集落説明会等あらゆる機会を通

じ、これまで以上に農業者の声を吸い上げる

とともに、地産地消や６次産業化など、農業

以外の方々を巻き込む施策も取り入れ、農業

者にとって魅力ある農業振興を図ってまいり

たいと考えております。

次に、農業問題の第２点目、畜産振興への

取り組みについてお答えいたします。

近年における畜産業は、省力機械の導入等

による生産コストの削減や品質向上など、収

益力生産基盤の強化により、体質強化を図る

ことが重要課題となっております。

このことから、国では、畜産農家をはじめ

とする地域の関係者が連携し、作業の省力化

や規模拡大などにより、体質強化を進めるこ

とを目的として、畜産・酪農収益力強化整備

等特別対策事業、いわゆる畜産クラスター事

業を行っているところであります。

この事業は、収益力強化や畜産環境問題へ

の対策に必要な施設整備、施設整備と一体的

な家畜導入及び機械のリース導入など、地域

の畜産関係者が有機的に連携・結集し、地域

ぐるみで収益性を向上させるための支援を行

うものであり、この事業を活用するために

は、畜産クラスター協議会の設立が必要不可

欠であります。

当市は、夏季冷涼な気候により、畜産物及

び牧草地に適しており、畜産業が盛んな地域

でありますが、近年の当市における畜産農家

の状況は、生産コストの高どまりなどに伴

い、厳しい状況が続いております。

当市といたしましても、畜産振興に向けた

さまざまな取り組みを実施しておりますが、

そのような中、この事業についても、その重

要性を十分認識しているところであります。

畜産クラスター協議会を設立するには、地

域内の畜産関係者や農業関係者などのメン

バーにより、地域の畜産の収益性向上を図る

ための取り組みなどを記載した畜産クラス

ター計画を作成する必要があり、現在、畜産

クラスター協議会の設立に向け、既に設立済

みの市や町からの情報を収集するとともに、

県からも指導をいただいているところであり

ます。

また、この畜産クラスター協議会の設立に

は、畜産農家や地域の関係者の参加が不可欠

なことから、あらゆる媒体を活用し、事業の

周知に努め、当該協議会の設立を図ってまい

りたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 山本彌一議員。

○１６番（山本彌一君） 時間も迫っている

ので、農業問題１本に絞って再質問をさせて

いただきます。

まず、農業振興についてであります。

特に、近年の農業を取り巻く環境は厳しい

状況にあります。農業政策は、国際的視野か

ら食糧安保の観点に基づき、長期的な展望に

立って農業者を育成していかなければなりま

せん。

農業投資は、建物や道路等をつくるのと

違って、直ちに効力を発揮するものではあり

ません。自然を相手とする農業経営には弱い

体質を持っております。

企業は人なりという言葉を引用すれば、本

市の農業を魅力ある産業にするためには、ま

ず、人づくりと土づくりを基本に農業集団の

育成を考えなければなりません。それには、
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まず、何よりも担い手の育成を図らなければ

なりません。

このためには、国や県の通達の枠内での取

り組みを改め、本店的政策を掲げ、新しい本

市の農業振興の創造に向け、近年、注目を集

めているのは、近代的最先端技術による施設

工場型農業であります。これは安定的な生産

ができて、また、将来の我が国の食糧自給率

の向上にも役立つと言われているものであり

ます。

これらの取り組みに、市及び農業委員会と

農協等が一体となって取り組む必要を強く感

ずるものであります。それが我が三沢市の農

業振興の大きな課題と考えるものでありま

す。

そこで、今後のこうした新しい、目新しい

取り組みにどう執行部全体が取り組むのか、

これは大きな問題なので、市長から答弁を求

めるものであります。

次に、畜産振興についてであります。

先ほど答弁いただきましたけれども、これ

からのようでございます。一歩遅い、待ちの

姿勢が大き過ぎる、本市の取り組みは。もう

既によそは、いち早くこの情報をもとに、も

う実施しています。これからだと思うのだけ

れども。

そこで、お尋ねをします。この畜産クラス

ター事業をほとんどの三沢市の畜産農家は知

りません。こういうのが今の実態でありま

す。答弁は、すばらしい答弁。やりましょう

と。県、それから情報を集めてという。何

か、いつもスタンバイして、後で、ＴＰＰの

関係で、アメリカはだめだと、これなしとな

るおそれもある。スピード感を持って、我が

三沢市のためですから。国がせっかくこうし

たメニューをつくってくれているのに、ただ

待ちの姿勢だと、我が三沢市の農業は口だけ

で、なかなかよくはならないと私は心配いた

すものであります。

そこで、この取り組み、来年度から始める

のか。具体的な、積極的な取り組み、いつご

ろから、そうした協議会等の設置に向けて、

これは大変書類等は難しいのです。各自治体

も説明を受けて、県、市町村自体が一緒に

なってつくって、早く畜産事業の振興を図り

たいということになって動いています。

そこで、こうした積極的な具体的な取り組

みについて、再度、答弁をいただきたいと思

います。

○議長（小比類巻正規君） 市長。

○市長（種市一正君） 再質問にお答えをい

たします。

山本議員の御質問は、まさに三沢の農業を

どうするかというよりは、日本の農業をどう

するかという大きな問題のほうが大きいわけ

でありまして、それについては非常に難しい

問題だろうと思います。

私は、単に自分が農業にかかわっている時

代の日本の農林予算というのは、たしか３兆

五、六千億円あったと記憶しております。現

在は２兆四、五千億円であります。ここ１０

年ちょっとで１兆円も減っております。

これから見ても、やはり国の農業に対する

考え方といいますか、多少というか、弱く

なっているのかなという気は持っておりま

す。そういう意味では、非常に残念でありま

すけれども。

ただ、三沢の現状を見ますと、決して後継

者も、少しではありますけれども、育ってい

ると私は思っております。畜産もそうですけ

れども。特に、売り上げも、もちろん三沢の

農業は、議員も知っているとおり、気候的ハ

ンディもございますので、野菜は、土に潜る

野菜というようなことで奨励している。ま

た、農業者自体もそういう方向を目指してい

るわけであります。

ですから、そういう売り上げを見ても、

今、農協の売り上げが野菜だけで７５億円を

突破しようとしております。ですから、ある

意味では助長しているのかな、そんな思いを

しております。特に、日本の農業というの

は、規模的にはどうしても太刀打ちできな

い、そういう現状があるわけでありますの

で、世界に対抗する、それは、やはり安全・
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安心を追求することにほかならないわけであ

りまして、そのことを農家の皆さんにそうい

うことを伝えながら、農家自身もそういうこ

とを目指しておりますので、こういう方向で

いけば、少しではありますけれども、育つの

ではないかなと思います。

それから、土づくりについては、山本議員

みずからも鶏ふんの問題等もやりまして、畜

産と農業が一体となりまして、三沢の農業は

土づくりが進んでいると私は記憶しておりま

す。特に、津軽ではわら焼き公害というのが

大変多いわけでありますが、三沢では一つも

わらを燃やしておりません。全部堆肥なりに

するようにしておりますので、そういう点で

は、ある程度いいのかなと思います。御指導

いただきながら、そういう方向を目指したい

と思います。

以上であります。

○議長（小比類巻正規君） 経済部長。

○経済部長（山本 優君） 再質問の畜産ク

ラスター協議会を設立するための取り組みを

いつから、どのようにして実施していくのか

ということについてお答えいたします。

まずは、この畜産クラスター協議会につき

ましては、現在、県内で町村が事務局になっ

て、既に設立してやっているところが２カ所

でございます。これらのところから設立に当

たってのいろいろなアクション、どういうふ

うにして取り組んでいったのかというような

ことを、まず、今、調査をさせていただい

て、やり方は大体承知しているところでござ

います。

これに当たっては、やはり核となる畜産農

家の方々がどういう意向を持っているのかと

いうことが大事になってまいります。これを

今年度、もう既にこういう部分については取

り組みながら、そして、どういう形態をつ

くっていったらいいのかというのを今後、三

沢市のほうとしても考えながら、基本は、三

沢市だけでつくるものではなく、また、三沢

市が入らなくても、業者だけでもつくれるこ

とになっております。そのようなことから、

どのような形で協議会を結成していったらい

いのかということを、実情を踏まえながら検

討していきたいと。

そして、同時に、一般の方々といいます

か、いろいろな関係者がこれにはかかわるこ

とになりますので、そちらについては、畜産

農家からの意向をもとに、いろいろ関係する

ところに直接話を伺い、そしてまた、それ以

外にも関係する方々が出てくると思いますの

で、それらについては、ホームページや広報

などで広く広報しながら、協議会結成に向け

て取り組んでいきたいと思っております。

なお、クラスター協議会で取り組む部分以

外にも、いろいろな形での基盤整備というの

も三沢市では行っております。例えば県内の

農林業支援センターを活用した、県内全体で

取り組む事業、これらによって畜産基盤整備

を行ったりしておりますので、その他のいろ

いろな施策を講じながら、畜産の振興に努め

てまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 以上で、山本彌

一議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

田嶋孝安議員の登壇を願います。

○２番（田嶋孝安君） ２番拓心会田嶋孝安

でございます。通告に従いまして、一般質問

させていただきます。

私たちが住むこの三沢市、行政から伺うお

話の中で、とてもうれしく感じるのが子供た

ちの活躍です。スポーツに勉強にと活躍して

いる子供たち、その子供たちのお話を伺い、

とてもうれしく、また、三沢市の未来は明る

いと感じさせていただくとともに、子供たち

は、マスコミにおいて三沢市を大きく宣伝

し、貢献してくれております。とてもありが

たいことです。

その子供たちが活躍する一方で、少子高齢

化や人口減少などの問題に対して、市当局か

らいただくデータを拝見するととても厳しい

未来の現実があります。
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そのため、当局においても大きく問題と捉

え、対策を講じておりますが、シックな対応

と三沢市のすばらしい点を宣伝していくこと

がとても重要であると感じております。

そして、私たちが愛するこの三沢市を多く

の方々に知っていただき、興味を持っていた

だき、住みたいと思っていただき、また、生

まれてよかった、住んでよかった、来てよ

かったと思えるまちにしていかなくてはなり

ません。

私だけが感じていることなのかもしれませ

んが、周りの行政ではとても明るい話題が豊

富に、マスコミ等を通して宣伝され、とても

うらやましく感じさせるとともに、興味を湧

かせ、活気を感じます。あわせて思うに、活

気が見えるまちには人が集まってくるという

ことを考えれば、うらやましさを感じること

もさらに倍増します。そこで思いつくのは、

当たり前に、まちに活気をつくり、三沢市の

よい話題を宣伝していくことが不可欠である

と思います。

そこで、今回は、その行政に携わり、市民

を支える行政マンの職員の皆様に光を当て、

自信・自慢の三沢市をつくるべく、職員の

方々からもどんどん三沢市を宣伝していただ

き、さらに創意工夫し、活気をつくり、職員

相互、協力し合い、三沢市の原動力となるべ

く、明るく元気な姿で活躍し、市民サービス

向上を図っていただきたいと期待するところ

であります。

また、諸問題について、情報の収集、研究

などを行い、業務を遂行していると思います

が、スピードが特に要求される昨今、情報収

集や研究も必要と考えますが、先進地などの

状況を確認し、他行政との比較をして、三沢

市における諸問題に対して、危機感を持って

行動していただかなくてはいけないと感じて

おります。

そのためにも、市活性化のため、市民サー

ビス向上のため、市職員のスキルアップが不

可欠であると思います。市発展のため、多く

の知恵を出し合い、さらには、多くの問題や

情報を共有し、コミュニケーションの円滑を

図るため、市職員研修規則などもございます

が、改めて２点についてお伺いします。

まず一つ目は、職員研修について、どのよ

うな研修を実施しているのかを伺います。二

つ目に、先進地の取り組みについて情報収集

し、行政経営に寄与している機会があるか伺

います。

この２点でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

○議長（小比類巻正規君） ただいまの田嶋

孝安議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの田嶋議員

御質問の職員研修についての第１点目、職員

研修の内容については私から、先進地の情報

収集とその活用につきましては総務部長から

お答えをさせますので、御了承願いたいと存

じます。

市では、人口減少対策や高齢化社会におけ

る中長期的な観点に立った総合戦略の推進

や、多様化に対する住民ニーズへ的確に対応

していくために、より広い識見と高い能力を

持った職員の育成をすることが重要と考え、

三沢市人材育成基本方針に基づき、毎年度、

三沢市職員研修計画を策定しまして、時代に

即応した人材育成の強化や職員のスキルアッ

プを図っているわけであります。

職員の研修としては、基本的な知識・技術

はもちろんのことでありますが、より高度な

専門的知識の習得や公務員の倫理の徹底を図

るため、市役所内部において、新採用職員研

修や職員相互の研修を実施しているほか、総

務省、自治大学校、市町村職員中央研修所及

び全国建設技術センターなどの外部研修機関

へ職員を派遣し、先進的かつ高度な技術の習

得に努めております。

また、平成２５年度から、当市を含む上十

三・十和田湖広域定住自立圏内の１０市町村

において、職員研修交流事業を展開し、研修

を通して職員の交流機会の創出と県域内の
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ネットワークの強化を図っております。

さらには、広い視野を持って政策課題に取

り組むことができる人材の育成を図る観点か

ら、国の行政機関であります東北防衛局や東

北経済産業局及び青森県との人事交流事業も

行っているところであります。

今後におきましても、地域課題の解決や、

あるいは市民サービスの向上を図るべく、職

員一人一人の能力向上に努め、市民ニーズに

応えられる職員の育成に取り組んでまいりた

いと考えております。

私からは、以上であります。よろしくお願

いします。

○議長（小比類巻正規君） 総務部長。

○総務部長（小泉富男君） 職員研修の第２

点目、先進地の取り組み等について情報を収

集し、行政経営に寄与する機会があるのかと

の御質問にお答えいたします。

先進地の取り組みなどの情報を得る方法と

しては、インターネットやマスメディアなど

の活用や先進地視察のような方法が考えられ

ます。インターネットやマスメディアにつき

ましては、先進事例の情報を容易に収集でき

ますが、実際に実施している現場の声を得る

ことが難しいと思われます。

一方、先進地視察につきましては、幅広く

情報収集できるほか、新しい発見や課題の解

決に向けた柔軟な発想が生まれてくるなど、

職員の資質向上といった人材育成の側面も期

待されるところでもあります。

このことから、市では事務事業を効率的に

推進するための手段として、インターネット

やマスメディアなどの活用により情報を収集

しているほか、先進的取り組みをしている自

治体に職員が直接訪問し、施設見学や意見交

換などを通じて、さまざまな情報の収集に努

めてきております。

今後におきましても、人材育成の観点か

ら、各種研修会の受講はもちろんですが、先

進地視察なども有効に取り入れながら、職員

の先見性やスキルアップがより一層図れるよ

う機会の創出に努め、行政経営にも反映させ

てまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 田嶋議員。

○２番（田嶋孝安君） 御答弁ありがとうご

ざいました。

再質問させていただきます。まず一つ目の

質問に対しての再質問です。

今月実施される予定であります障害者差別

解消法における職員の研修について、現在の

進行状況をお伺いしたいと思います。

そして、２点目の質問に対しての再質問で

すが、先進地視察に対して、実施されている

ということでありますが、どのような視察を

実施しているのか、お伺いいたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（小比類巻正規君） 総務部長。

○総務部長（小泉富男君） 再質問の障害者

差別解消法における職員研修の進捗状況につ

いてということでございますが、障害を理由

とする差別を解消するための市の職員に対す

るマニュアル、いわゆる三沢市職員対応要領

は、福祉部家庭福祉課において作成済みでご

ざいます。

次のステップとしては、職員に障害の特性

を理解させるために職員研修を実施すること

を考えております。

今月の２０日に、総合社会福祉センターに

おいて、日本ユニバーサルマナー協会から講

師をお招きし、障害者への適切な配慮や障害

の理解、さらには、実際の行動を学ぶ「あす

チャレアカデミー」を、職員及び市内小中学

校の先生にも参加していただいて、開催する

予定でおります。

今回、このあすチャレアカデミーは、自治

体単位では、全国で初の開催と言われており

ます。日本財団パラリンピックサポートセン

ターなどの関係者も視察に来られるというお

話もございます。

このようなことで、今後におきましても、

行政サービスのさらなる向上を図るため、福

祉部門や政策部門などとタイアップしなが

ら、職員研修を実施してまいりたいと考えて
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おります。

次に、先進地視察についての再質問にお答

えいたします。

先進地視察につきましては、定期的な形で

はなく、新しい事案や大きな事業、例えば新

エネルギー関係の事案とか、三沢駅周辺整備

事業や子ども館などの建設事業の場合、職域

にとらわれず、職員間で視察研修に行くこと

がございます。

ちなみに今年度は、新しい焼却施設の整備

に当たり、現在、建設中の岩国焼却施設建設

事務所へ視察に行っております。補助事業の

進め方や入札方法など具体的に勉強してきて

おります。このような形で先進地視察を実施

している状況でございます。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 田嶋議員。

○２番（田嶋孝安君） 今の一つ目の質問に

対しての、全国初でのあすチャレアカデミー

というものが、これは行政からも視察に来ら

れるというような内容のものだと伺いまし

た。こういった内容のものをどんどん、やは

り三沢市が取り組んでいるということを広く

お伝えして、そして、この三沢がいいところ

だということをぜひ伝えていっていただきた

いというふうに感じております。一つ目の質

問に対しての再々質問はありません。

二つ目の質問に対しての再々質問をさせて

いただきたいと思います。

昨今、少子高齢化、人口減少、定住化促進

など、早急な対応をしていかなければいけな

い内容があるわけでありますが、そのために

特別委員会、そして常任委員会などでもいろ

いろと話がされているところだと思います。

そういった内容に対しての、やはり先進地視

察なども必要かと思いますが、こういった問

題に対しての内容に関しては取り組まれるか

どうかをお伺いしたいと思います。

以上、再々質問となりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（小比類巻正規君） 総務部長。

○総務部長（小泉富男君） 再々質問にお答

えいたします。

早急に対応するべき問題に対する職員の先

進地視察についてですが、先進地視察につい

ては、総務部門ではなく、諸問題を掌握し、

専門的な情報把握が可能な担当部署に委ねて

いるというのが現状でございます。

現在の担当部署では、早急に対応すべき諸

問題の中でも、ある程度ふるいにかけて、先

進地視察の研修効果が大いに期待できる場合

などについては、実施に至ることになりま

す。

過去には、６次産業化や特産品の商品開

発、こういったソフト事業についても先進地

視察を行っていると聞いております。

このようなことで、ハード事業に限らず、

ソフト事業についても実施しており、諸問題

に対する先進地視察についても、今後も同様

に実施していくことになると思われます。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） これをもって一

般質問を終わります。

─────────────────

◎日程第 ２ 議案第７２号から

日程第２３ 議案第９３号まで

○議長（小比類巻正規君） 次に、日程第２

議案第７２号専決処分の承認を求めること

について（平成２８年度三沢市一般会計補正

予算（第３号））から日程第２３ 議案第９

３号市道の路線の認定についてまでを一括議

題といたします。

─────────────────

◎日程第２４ 総括質疑

○議長（小比類巻正規君） 日程第２４ た

だいま一括議題といたしました全議案に対

し、総括質疑を行いますが、通告がありませ

んので、総括質疑を終結します。

─────────────────

◎日程第２５ 特別委員会の設置及

び議案の付託

○議長（小比類巻正規君） 日程第２５ 特

別委員会の設置及び議案の付託を行います。

お諮りします。
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ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、８名をもって構成す

る予算審査特別委員会、８名をもって構成す

る条例等審査特別委員会をそれぞれ設置し、

これに付託の上、慎重に行いたいと思います

が、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、予算審査特別委員会、定数８名、

条例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ

設置し、これに付託することに決しました。

それでは、議案の付託を行います。

予算審査特別委員会には、議案第７２号専

決処分の承認を求めることについて（平成２

８年度三沢市一般会計補正予算（第３号））

から議案第８１号平成２８年度三沢市立三沢

病院事業会計補正予算（第１号）までの計１

０件を、条例等審査特別委員会には、議案第

８２号三沢市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定についてから議案第９３号市道の

路線の認定についてまでの計１２件をそれぞ

れ付託します。

─────────────────

◎日程第２６ 特別委員会委員の選

任

○議長（小比類巻正規君） 日程第２６ 特

別委員会委員の選任を行います。

ただいま設置されました２特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、お手元に配付しております

特別委員会委員及び付託議案一覧表のとおり

指名します。

なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に、委員長、副委員長をそれぞれ互選し、

議長まで報告を願います。

また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、予算審査特別委員会を大会議

室、条例等審査特別委員会を第２会議室にお

いて、それぞれ願います。

この際、委員会開催のため、暫時休憩いた

します。

午前１１時２２分 休憩

────────────────

午前１１時２８分 再開

○議長（小比類巻正規君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

先ほど設置されました２特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果を報告します。

予算審査特別委員会委員長、加澤明委員。

副委員長、田嶋孝安委員。

条例等審査特別委員会委員長、春日洋子委

員、副委員長、瀬崎雅弘委員と、それぞれ決

しました。

─────────────────

◎日程第２７ 議案第９４号

○議長（小比類巻正規君） 日程第２７ 議

案第９４号三沢市副市長の選任につき同意を

求めることについてを議題といたします。

この議案は、昨日、当局より追加議案とし

て提出されたものです。

提案理由の説明を願います。

市長。

○市長（種市一正君） 議案第９４号につい

て御説明申し上げます。

議案第９４号は、三沢市副市長の選任につ

き議会の同意を求めるものであります。

現副市長の米田光一郎氏は、平成２８年１

２月１２日をもって任期満了となることか

ら、引き続き米田光一郎氏を副市長として選

任するため提案するものであります。

御提案申し上げました米田氏の略歴につき

ましては、議案書に記載しておりますので、

よろしくお願い申し上げます。

以上であります。

○議長（小比類巻正規君） お諮りします。

この議案は、会議規則第３７条第３項の規

定により、委員会付託を省略し、本会議審議

にしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、委員会付託を省略することに決し
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ました。

なお、この議案は、人事案件でもあります

ので、先例により質疑・討論を省略し、直ち

に採決したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

め、質疑・討論を省略し、これより採決しま

す。

議案第９４号三沢市副市長の選任につき同

意を求めることについては、これに同意する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第９４号三沢市副市長の選任

につき同意を求めることについては、これに

同意することに決しました。

─────────────────

◎副市長再任挨拶

○議長（小比類巻雅彦君） ここで、副市長

に再任されました米田光一郎氏より、特に発

言の申し出がありますので、この際、発言を

許します。

副市長。

○副市長（米田光一郎君） このたび市長の

御提案をいただき、議員各位の御同意を賜

り、引き続き副市長の任に当たる運びとなり

ました。身に余る光栄に存じますが、同時に

身の引き締まる思いでございます。今後とも

三沢市発展のため、全力を傾注してまいる所

存でありますので、議員各位の御指導、御鞭

撻をよろしくお願い申し上げます。

─────────────────

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、本日の

日程は終了しました。

なお、明日から１４日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。

次回本会議は、１５日午前１０時から会議

を開きます。

本日は、これをもって散会します。

午前１１時３４分 散会


